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河川法の条項等 Ｈ１９年度 Ｈ２０年６月 Ｈ２０年６月まで

第２４・２６条 ６４件 ９件 １３件

第５５条 ３０件 ３件 ４件

一時使用 ３０５件 ２２件 ８４件

その他 １３件 ２件 ４件

河川法第２４条 土地の占用許可

河川法第２６条 工作物の新築等の許可

河川法第５５条 河川保全区域での行為の制限

一時使用 河川の一部を一時使用

 江戸川では、河川敷を使った花火大会が毎年、開催されています。当出張所の管内では、

葛飾区が７月２２日（火）、江戸川区・市川市が８月２日（土）同時開催となっています。 
 この日は、船で花火を見学しようとする方もあり、江戸川閘門（船の通り道）を多くの船

が通過して行きます。下の写真は、各々実行委員会から提供されたものです。  

 

江戸川区北篠崎の河川敷に整備された『篠
崎ビオトープの開園式』が７月１２日（土）
【雨天時は、１３日（日）】１０時から開催さ
れます。 
開校式典、マコモ里帰り式、自然と親しむ

ネイチャープログラムの実施を計画していま
す。主催は、えどがわ－子どもの水辺連絡協
議会で、詳しい内容は 市民事務局：橘
080-6640-4021 までお願いします。 

 
 

※申請が重複しているものは、１つでカウントしました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ と が き 
 今年は、江戸川の水量（流量）が多く、江戸
川水閘門の開放日が多くなっています。 
 ７月は、川沿いの自治体福祉部局の方と江戸
川河川敷で生活しているホームレスの方に洪
水時の危険性等の説明を行うため、合同巡視を
行うことになっています。 
 また７月には葛飾区、８月に江戸川区、市川
市合同の花火大会があります。小中学校も夏休
みになることから、河川敷の利用者が増えてく
ることも予想され、江戸川の中で泳いだりする
子も出て、出張所に「注意しないのか？」と電
話もあったりします。 
 危険な遊びをしていたら、みんなで声を掛け
合い、事故やケガのないように江戸川で楽しん
で頂ければと思っています。 

『江戸川河口だより』編集長（上林喜美夫） 

番号 参加 月 日 曜日 予　　　　定
1 7月9日 （水） ホームレス合同巡視（葛飾区）

2 ★ 7月12日 （土） 篠崎ビオトープ開園式
3 7月15日 （火） ホームレス合同巡視（市川市）

4 7月17日 （木） ホームレス合同巡視（江戸川区）

5 ★ 7月19日 （土） 江戸川・水フェスタｉｎいちかわ

6 7月24日 （木） 水面利用者等協議会
7 ★ 7月24日 （木） 江戸川区総合防災訓練     

国土交通省では、昭和４９年から毎年７月を「河

川愛護月間」と定め、河川愛護運動を実施していま

す。 
  本年度も、「川が好き 川にうつった 空も好き」

を標語として、流域全体の良好な河川環境の保全・

再生を積極的に進めるとともに、皆様の河川愛護の

意識を作り出して行くことを目的にしています。 
  また、絵手紙の募集を行っています。（詳しくは、

江戸川河川事務所ＨＰをご覧ください） 

 

市川市市川南４丁目の江戸川河川敷で『江

戸川・水フェスタ in いちかわ』が実施されま

す。このイベントは、水辺で楽しむアトラク

ションが盛りだくさんです。 

（問い合わせ先：実行委員会【市川市水と緑

の計画課内】047-332-8740） 


